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1．はじめに

国外の消費者に向けて商品を販売するインターネット通信販売（越境 EC）の市場規
模は2010年代から徐々に拡大していった。特に日本は，中国経済の急成長とそれに伴っ
て中国人消費者が国外の商品を追い求めるようになった動きの恩恵を受け，越境 EC の
一大販売国となっている。2014年頃から世間的にも注目されるようになった中国人観光
客による「爆買い」も，帰国後の中国人消費者のリピート購入に繋がり，日本から中国
向けの越境 EC を押し上げる要因となった。

しかし，越境 EC で多く利用されてきた EMS（国際スピード郵便）において，個人
事業主のような越境 EC 事業者の中には，商品の価値を発荷主が過小申告することで，
増値税（中国での付加価値税）や消費税（中国でのぜいたく税）の徴収を逃れようとす
る事業者も存在する。このような過少申告がまかり通ると，本来納められるべき税金が
減少し，また中国国内で販売されている同じまたは同種の商品は不平等な競争を強いら
れることになる。

そこで中国政府は2016年より，越境 EC に適用する税制を改訂した。越境 EC について
はそれまで，行郵税という個人が海外から購入した一定限度額を超えた商品に課される
税金のみが適用されていたが，一般貿易と同様に関税が適用されるようになり，また増
値税や消費税も課税されることになった。これにより，それまで越境 EC において多く
利用されてきた EMS から，特定の越境輸送ルート（保税区経由や国際宅配便）への誘導
が図られた。ただし，消費自体の落ち込みの懸念や，税制の差が大きければ結局 EMS が
利用されてしまうため，EMS に課される行郵税の引き上げとともに，保税区や国際宅配
便経由の場合の関税，増値税，消費税には暫定的な優遇措置がとられることとなった。
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一方，中国から日本への越境 EC における販売額は，経済産業省の推計によると未だ
少ない。しかし，Amazon などの国際的な EC プラットフォーマーを利用して，結果的
に中国のサプライヤー（越境 EC で販売を行う小売事業者やメーカーなど）が日本に向
けて商品を販売している実態がある。

本稿では，急速に成長している越境 EC において，その牽引役となっている中国向け
の販売形態や通関制度の現状について確認しつつ，中国から日本向けに Amazon など
を通して販売されている形態が，新たな越境 EC になり得るかについて考察する。

2 ．中国越境ECの市場規模

越境の市場規模は，急速に拡大している。Market Reports world（2021）によると，
2020年の世界の越境 EC 市場規模は約7,925億米ドルに達し，2030年までには5兆1,430億
米ドルにまで成長すると見込んでいる。

この爆発的な成長をけん引しているのは中国とアメリカであり，日本からも多くの商
品が購入されている。経済産業省の推計によると，日米中の三ヶ国間においてはアメリ
カから中国への販売額は，日本から中国への販売額よりも大きい（図 1 ）。
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また，中国における品目別の越境 EC 購入額の比率を見ると，2019年では化粧品
（34.6%）に次いで，食品関連（27.1%）が占める比率が大きく，食品関連の需要と成長
可能性も大きいことが分かる。また，日用品やアパレル関連が続く形となっている（図
3 ）。なお，2020年については中国電子商務報告の公表統計データ変更もあって，越境
EC の購入品目は開示されていなかった。

3 ．中国における越境EC制度

3 ． 1 　越境 ECの税制度
越境 EC はかつて，その大半が EMS を利用して運ばれていた。中国における EMS

の税制適用は行郵税と呼ばれる税制であり，一般貨物などにかかる関税とは分けられて
いる。しかし EMS の場合，商品の種類や価値が発荷主に適切に申告されているかが不
明慮のため税金逃れのような申告が横行してしまっていた。

そこで中国政府は，2016年 4 月から「越境電子商取引による小売輸入の税収政策に関
する通知」（以下，4・8新政）に則り，越境ネット通販による取引上限額の変更（ 1 回
当りの取引額を1,000元以下から2,000元に増額，かつ年間 2 万元以下の制限設定）した。
その後，2019年 1 月 1 日には， 1 回の取引金額は5,000元以内にさらに増額され，また
個人の年間取引金額上限も合計 2 万6,000元以内にまで拡大された。

さらに，行郵税の免税範囲の縮小（商品分類で異なるが，概ね50元以下まで縮小），
化粧品や粉ミルクなどは中国の関連法に基づいた輸入許可証が必要（初回輸入時）とな
る，といった発表を行った。

加えて，保税区モデル（後述）や決められたプラットフォームを利用しての航空便を
用いた越境 EC については，行郵税適用を廃止して税率を優遇した「越境 EC 総合税」
を適用すること，国が輸入を禁止する品目（ネガティブリスト）以外は取り扱い可能で

 
図 2 中国の越境 EC における国別購入額比率（2019 年） 
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あった状態から輸入可能品目（ポジティブリスト）のみの取り扱いに制限すること，リ
スト掲載品の輸入時の通関申告書提示が課されることとなった。ポジティブリスト記載
商品については，2016年の告示では1,142品目，2018年の告示では1,321品目，2019年の
告示では1,413品目，と年々拡大傾向にある。また，取引限度額は2016年 4 月以前で 1
回当り1,000元であったが，2016年 4 月以降は 1 回当り2,000元且つ年間20,000元，2019
年 1 月からは 1 回当り5,000元且つ年間26,000元までとなっている（表 1 ）。

表 1　中国の越境ECに関する制度変更
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越境 EC 総合税を導入した最大の目的の一つは，それまでの行郵税の税率が通常の関
税と比べて低く，中国の付加価値税にあたる増値税もかからないため，越境 EC では
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表 2　中国における越境ECに関する税制の一部抜粋と変化
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みが必要となる。そのため，日中のネット通販事業者や物流事業者によって，商品の販
売から出荷，越境輸送，通関，配送を一貫管理するような支援モデルが構築されている。
どのビジネスモデルも，販売国での商品販売支援として販売国またはメーカー・小売
の自国で EC サイトへの出店，カスタマーサポートなどのマーケティング的なサポート，
在庫管理や国境を跨る越境ロジスティクスの支援，販売国での配送などのロジスティク
ス面でのサポートを複合的に展開している。

販売量が少ない場合は，日本国内向け顧客用の在庫を利用して，中国などの海外から
注文が入ってから商品を空輸する直送型モデルの方が，多少越境輸送のコストが大きく
ても在庫リスクが少なくて済む。しかし販売量が増加すれば，事前に現地（中国）に向
けて船便による一括大量輸送を行うことで越境輸送のコストを下げるメリットが大きく
なり，中国現地に在庫を分散するリスクもある程度吸収することができるようになる。
特に中国では保税倉庫を利用したビジネスモデルが，売れ筋商品の越境 EC での販売を
中心に広く利用されている。保税倉庫の設置など越境 EC の特区となる地域は，2015
年では杭州市の 1 都市だけであったが，2020年 5 月には内陸部や中堅都市にまで拡大
し，2020年 5 月には105都市にまで増加している。2021年 1 月 4 日の中国税関の発表に
よると，このような特区等を利用した税関監督のプラットフォームを利用した2020年の
越境 EC 取引件数は前年比63.3% 増の24億5,000万件に達したということである。未だ残
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る EMS 経由での越境 EC の規模は不明であるものの，越境 EC 全体の拡大に合わせて，
中国政府の狙い通り税関監督の仕組が活用されていることを裏付けている。

経済産業省では図 4 のように，（1）から（6）の形態を越境 EC と称している。（1）から（4）
については，経済産業省（2017）や宮武ら（2018）においても越境 EC と区分されてい
た一方，（5）と（6）については注文前に通関手続きを行うため，越境 EC というよりは一
般貿易と呼称していたモデルであるとみなしていたが，経済産業省（2018）からは，調
査対象とする越境 EC としてこの 2 つのモデルが追加された。たとえば，日本の家電量
販店の EC サイトでアメリカ製（またはアメリカブランドで日本以外の第 3 国製）の家
電を購入した場合，それも越境 EC として扱われることになる。ただし，Amazon の日
本サイト（Amazon.co.jp）を利用した海外メーカーや小売による EC 販売も増加している。
後述するように中国から日本に向けての越境 EC は経済産業省の推計額こそ低いものの，
相当数の商品が中国サプライヤー（メーカー，小売など）によって提供されている。

 

図 4 日中間の越境 EC ビジネスモデル 

出所：経済産業省（2020） 

 

４．日本向けの越境 EC の現状 

4.1 日本向け越境 EC の市場規模 

 日本人消費者が越境 EC で購入する商品の金額は、経済産業省の推計によるとアメ

リカ、中国に比べると非常に少ない（図）。Hexa Research（2019）によると日本人消費

者の内、越境 EC を利用している消費者は 10.2%程度である。Invesp（2021）によると

アメリカの越境 EC 利用者は全 EC 利用者の 54%であり、統計こそ異なるものの日本人

越境 EC 利用者が少ないことを示す証左の一つである。 
 

出所：経済産業省（2020）

図 4　日中間の越境ECビジネスモデル
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4 ．日本向けの越境ECの現状

4 ． 1 　日本向け越境ECの市場規模
日本人消費者が越境 EC で購入する商品の金額は，経済産業省の推計によるとアメリ

カ，中国に比べると非常に少ない（図 5 ）。Hexa Research（2019）によると日本人消
費者の内，越境 EC を利用している消費者は10.2% 程度である。Invesp（2021）による
とアメリカの越境 EC 利用者は全 EC 利用者の54% であり，統計こそ異なるものの日本
人越境 EC 利用者が少ないことを示す証左の一つである。

 

図 5 越境 EC における日本向け販売額の推計 

出所：経済産業省各年度資料より筆者作成 

 
4.2 日本向け越境 EC のビジネス形態 

（１）Amazon のマーケットプレイス戦略 
様々な統計で日本は越境 EC の利用が少ないことが示されているが、実際には

Amazon の「マーケットプレイス」などを介して、消費者も意識しないうちに越境 EC
のような形（図 4 における（５）の形態）で利用している可能性がある。 
 Amazon はかつて、自社で仕入れた商品の販売が主流であったが、徐々に自社の EC
サイトで他の EC 事業者の商品を販売するマーケットプレイスを拡大させていった。 
 Amazon はマーケットプレイスに関して定期的な公式統計を出しているわけではない

が、2021 年 10 月 5 日に実施された「Amazon EC サミット」にてジャスパー・チャン

は、日本でも数年前に Amazon マーケットプレイスの出品者の流通総額が Amazon 直

販の販売額を抜いた、と報告した。2021 年現在のマーケットプレイス事業の流通総額

は、全体の約 60%程であるということである。 
マーケットプレイスで出品される商品の一部は、Amazon が利用している物流センタ

ー（FC）で保管され、また注文が入れば出品の手続きが行われる。これらの業務は

Amazon に委託され、フルフィルメントサービスとしてサードセラーである出品者に提

供されている。 
  
（２）存在感を示す Amazon における中国系セラー 
 Amazon のサードセラーにおいて存在感を示しているのが中国系のセラーである。

SellerSprite（2020）によると、同社が開発したシステムでサードセラーの所在地をリ

サーチすると各国の Amazon で多くの中国系セラーが出品していることが確認された

（表 3）。日本は相対的には中国系セラーが少ない傾向にあるものの、それでも 30%弱

の中国系セラーが存在していることが分かる。 

出所：経済産業省各年度資料より筆者作成

図 5　越境 ECにおける日本向け販売額の推計

4． 2　日本向け越境ECのビジネス形態
（1）Amazon のマーケットプレイス戦略

様々な統計で日本は越境 EC の利用が少ないことが示されているが，実際には Amazon
の「マーケットプレイス」などを介して，消費者も意識しないうちに越境 EC のような
形（図 4 における（5）の形態）で利用している可能性がある。

Amazon はかつて，自社で仕入れた商品の販売が主流であったが，徐々に自社の EC
サイトで他の EC 事業者の商品を販売するマーケットプレイスを拡大させていった。

Amazon はマーケットプレイスに関して定期的な公式統計を出しているわけではない
が，2021年10月 5 日に実施された「Amazon EC サミット」にてジャスパー・チャンは，
日本でも数年前に Amazon マーケットプレイスの出品者の流通総額が Amazon 直販の
販売額を抜いた，と報告した。2021年現在のマーケットプレイス事業の流通総額は，全
体の約60% 程であるということである。

マーケットプレイスで出品される商品の一部は，Amazon が利用している物流セン
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ター（FC）で保管され，また注文が入れば出品の手続きが行われる。これらの業務は
Amazon に委託され，フルフィルメントサービスとしてサードセラーである出品者に提
供されている。
（2）存在感を示すAmazon における中国系セラー

Amazon のサードセラーにおいて存在感を示しているのが中国系のセラーである。
SellerSprite（2020）によると，同社が開発したシステムでサードセラーの所在地をリ
サーチすると各国の Amazon で多くの中国系セラーが出品していることが確認された

（表 3 ）。日本は相対的には中国系セラーが少ない傾向にあるものの，それでも30% 弱
の中国系セラーが存在していることが分かる。

表 3　Amazon に出店するサードセラーの所在地内訳
国内 中国 その他

Amazon.co.jp（日本） 68% 28% 4 %
Amazon.com（アメリカ） 54% 39% 6 %
Amazon.co.uk（イギリス） 58% 31% 11%
Amazon.fr（フランス） 20% 42% 37%
Amazon.de（ドイツ） 56% 28% 15%
Amazon.it（イタリア） 29% 43% 28%
Amazon.es（スペイン） 22% 51% 27%
Amazon.com.mx（メキシコ） 42% 42% 17%
Amazon.ca（カナダ） 15% 58% 27%
出典：SellerSprite（2020）

日本をはじめとした各国の Amazon サイトに出品する中国系セラーの多くは，
Amazon マーケットプレイスに出品すると同時に，Amazon のフルフィルメントサービ
スを利用している。Amazon.co.jp のセラー向けの案内を確認すると，マーケットプレ
イスの場合，Amazon は登録輸出者（EOR）にも，登録輸入者（IOR）にもならないこ
とが明記されている。一部の国では，非居住者（外国人）の登録輸入者が商品の登録
を手配できるが，基本的に国外の Amazon に出品するサードセラーは，配送事業者や
フォワーダーを EOR や IOR として手配する必要がある。Amazon はあくまでも最終荷
受人として，FC にて商品を受け入れる形になる。Amazon.co.jp に出品する一部のセラー
は在庫も中国に置いているため，受注を受けてから通関手続，越境輸送，配送を行う場
合もある（図 6 ）。
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5 ．まとめ

越境 EC という用語の定義は時代の変遷に伴って変化している。Amazon やアリババ
のような EC プラットフォーマーが EC の場を提供し国外のサプライヤーが商品を販売
する場合，それを越境 EC と捉えるか，一般貿易による海外商品の販売と捉えるかの区
別が容易でない場合もあり，調査・分析の目的別で区分を考える必要がある。

通関手続や税制の煩雑さが越境 EC の仕組を複雑にし，物流事業者らのビジネスチャ
ンスにつながってきた面もある。しかし，マーケットプレイスの存在は出品者の商流へ
の障壁を低下させ，また越境輸送の選択肢増加や通関手続・税制が透明化，簡素化する
ことで物流面でも障壁が低下している。この結果，日本国内の EC サイトで日本企業が
セラーとなっている場合でも，国外（香港など）の物流センターから発送されるという
ケースがある。越境輸送や通関の有無を越境 EC と定義するのであれば，このような場
合も越境 EC となってしまうが，現在では国外からの航空便であれば 5 日以内には届い
てしまうことを考えれば，消費者は荷物を追跡でもしない限り，越境 EC であると意識
はしないであろう。リードタイムが国内とそん色ないものになり，且つ諸手続きの煩雑
さが低下するほど，売り手も買い手も「越境 EC」という概念にとらわれず，グローバ
ルな EC が展開されていく可能性が考えられるのではないだろうか。

図 6　中国系セラーのAmazon マーケットプレイスによる配送経路

表 3 Amazon に出店するサードセラーの所在地内訳 

 国内 中国 その他 
Amazon.co.jp（（日日本本）） 68% 28% 4% 
Amazon.com（アメリカ） 54% 39% 6% 
Amazon.co.uk（イギリス） 58% 31% 11% 
Amazon.fr（フランス） 20% 42% 37% 
Amazon.de（ドイツ） 56% 28% 15% 
Amazon.it（イタリア） 29% 43% 28% 
Amazon.es（スペイン） 22% 51% 27% 
Amazon.com.mx（メキシコ） 42% 42 17% 
Amazon.ca（カナダ） 15% 58% 27% 

出典：SellerSprite（2020） 

 
 日本をはじめとした各国の Amazon サイトに出品する中国系セラーの多くは、

Amazon マーケットプレイスに出品すると同時に、Amazon のフルフィルメントサービ

スを利用している。Amazon.co.jp のセラー向けの案内を確認すると、マーケットプレ

イスの場合、Amazon は登録輸出者（EOR）にも、登録輸入者（IOR）にもならないこ

とが明記されている。一部の国では、非居住者（外国人）の登録輸入者が商品の登録

を手配できるが、基本的に国外の Amazon に出品するサードセラーは、配送事業者や

フォワーダーを EOR や IOR として手配する必要がある。Amazon はあくまでも最終荷

受人として、FC にて商品を受け入れる形になる。一部のセラーは在庫も中国に置いて

いるため、受注を受けてから通関手続、越境輸送、配送が行われる場合もある（図 6）。 
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